
令和６年度第２回 野田市都市計画審議会次第 

日時  令和６年７月３０日（火） 

午後３時から 

場所  市役所低層棟４階委員会室 

１ 開  会 

２ 市長挨拶 

３ 議  事 

議案第１号  野田都市計画中里地区地区計画の決定について（付議） 

議案第２号  字区域の変更及び設定について（諮問） 

報告第１号  野田都市計画上三ケ尾地区地区計画の決定について（報告） 

報告第２号  野田市景観計画について（報告） 

４ そ の 他

５ 閉  会 



議案第１号

野田都市計画中里地区地区計画の決定について（付議）
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中里地区地区計画の決定理由書  

 

 

本計画の区域は一般国道１６号沿いに位置し、野田市都市計画マスタープ

ランにおいて、都市の活性化を担う市街化調整区域の都市的土地利用を図る

幹線道路沿道開発誘導ゾーンに位置付けられている。 

 

計画地内の状況は、地区の大部分が耕作放棄地となっている地目「畑」で

構成されている。また、良好な農地としての評価が低く、土地を有効活用さ

れているとは言えない状況である。 

 

本計画では、区域形状や一般国道１６号の交通利便性をいかし、流通地区

による地区計画を導入し、産業振興や地域雇用の促進により、一般国道１６

号の沿道にふさわしい土地利用を図るため、地区計画を決定するものである。 



野田都市計画　中里地区
地区計画区域　約5.9ha　 　　

野田市北部開発 位置図

1/10,000(A3)

Ｎ
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野田都市計画地区計画の決定（野田市決定） 

都市計画中里地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 中里地区地区計画 

位   置 
野田市中里字水久保及び字管絃塚、吉春字木戸口、船形字猪穴並びに谷

津字道北の各一部の区域 

面   積 約５．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、東武野田線川間駅の北東約１．９kmに位置し、地区東側は

広域幹線道路である一般国道 16号に接している。 

野田市の魅力的な沿道地区を形成し、良好な操業環境の創出と保全及

び一般国道 16 号の利便性をいかした土地利用を図るため、地区計画を

導入し、周辺環境との調和に配慮した良好な幹線道路沿道開発誘導ゾー

ンを形成し、広域幹線道路にふさわしい土地利用を図ることを目標とす

る。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 

 本地区は、広域幹線道路である一般国道 16 号の沿道に位置するとい

う交通利便性をいかした工場や流通業務施設を誘導し、周辺の環境と調

和した良好な土地利用を図る。 

 

地区施設の 

整備の方針 

本地区における地区施設は、区画道路（市道）及び公共空地（歩道）

の整備を図り、これらの機能が損なわれないよう維持、保全に努める。 

 

 

建築物等の 

整備の方針 

本地区の目標及び土地利用の方針に基づき、地区の特性に応じた形態

を備えた建築物等の誘導を図るため、建築物等の用途の制限、容積率の

最高限度、建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位

置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態・意匠の制限及

びかき又はさくの構造の制限について定める。 
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地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

地 区 施 設 の 配 置 

及 び 規 模 

区画道路１号線      幅員 15.0ｍ       延長約  60ｍ 

区画道路２号線         幅員  6.0ｍ        延長約 350ｍ 

区画道路３号線  拡幅部 3.0～4.0ｍ(幅員 6.0ｍ) 延長約 140ｍ 

区画道路４号線     79㎡ 

公共空地１（歩道）   幅員  4.0ｍ           延長約 150ｍ 

公共空地２（歩道）   幅員  2.5ｍ        延長約 200ｍ 

建 
 
 

築 
 

 

物 
 

 

等 
 

 

に 
 
 

関 
 
 

す 
 
 

る 
 

 

事 
 

 

項 

地

区

の

区 

分 

地区の名称 流通地区Ａ 流通地区Ｂ 

地区の面積 約５．７ha 約０．２ha 

建築物等の用途

の制限 

(建てられる用

途) 

 本地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならな

い。 

１．倉庫 

２．工場 

 （建築基準法別表第２（ぬ）項第１号及び第２号に掲げるものを

除く。） 

３．市長が公益上必要と認めたもの 

４．前各号に掲げる建築物に附属するもの 

容積率の 

最高限度 
２００％ 

建蔽率の 

最高限度 
６０％ 

建築物の敷地面

積の最低限度 

１０，０００ ㎡ １，０００㎡ 

ただし、市長が公益上必要と認めた建築物の敷地の用に供する

ものを除く。 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地

境界線までの距離は、次のとおりとする。 

ただし、市長が公益上必要と認めた建築物、建築物の管理上最小

限必要な附属施設及び建築物に附属する門又は塀その他これらに

類するものを除く。 

① １号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線までの距

離は 10ｍ以上 

② ２号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線までの距

離は 5ｍ以上 

③ ３号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線までの距

離は 15ｍ以上 

④ ４号壁面線の表示がある箇所においては、隣地境界線までの距

離は 10ｍ以上 

⑤ ５号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線までの距

離は 10ｍ以上 

⑥ ６号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線及び隣地

境界線までの距離は 5ｍ以上 

⑦ ７号壁面線の表示がある箇所においては、道路境界線までの距

離は 4ｍ以上 
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建築物等の高さ

の最高限度 
３１ｍ 

建 築 物 等 の 形

態・意匠の制限 

１．建築物の屋根、外壁等の色彩は、原則として原色を避け、周囲

の環境と調和したものとする。 

２．敷地内に設置する屋外広告物は、形状・色彩・意匠その他の

表示の方法が美観風致を害さないものとする。 

 

地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

かき又はさく 

の構造の制限 

道路境界側にかき又はさくを設置する場合の構造は、次の各号

のいずれかに掲げるものとする。 

ただし、幅が５ｍ、高さが２ｍ以下の門柱、門の袖等の設置を除

く。 

① 生け垣 

② 設置箇所の宅地地盤面からの高さが２ｍ以下の透視可能なフ

ェンス又は鉄柵で、基礎を構築する場合は、基礎の高さが設置箇

所の宅地地盤面から０．６ｍ以下のもの 

③ 生け垣と基礎を組み合わせたもので、基礎の高さが設置箇所

の宅地地盤面から０．６ｍ以下のもの 

 

 

 

土 

地 

の 

利 

用 

に 

関 
す 

る 

事 

項 

緑地の保全に関

する事項 

本地区の建築敷地内に整備される緑地については、緑地部分を

緑地以外の目的の利用と併用してはならない。 

ただし、市長が建築物の管理・保安上やむを得ないと認めて許可

したものを除く。 

緑地率は、５％以上とする。 

 千葉県自然環境保全条例第２６条に該当する場合は、緑化協定

を締結すること。 

 

「区域、地区整備計画区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図の表示の

とおり」 

［理由］野田市中里地区において、交通利便性をいかした良好な土地利用を図るため、地区計画

を定める。 
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地区計画区域・地区整備計画区域

１号壁面線（道路境界線まで10.0ｍ以上）

２号壁面線（道路境界線まで5.0ｍ以上）

３号壁面線（道路境界線まで15.0ｍ以上）

６号壁面線（道路境界線及び隣地境界線

７号壁面線（道路境界線まで4.0ｍ以上）

４号壁面線（隣地境界線まで10.0ｍ以上）

５号壁面線（道路境界線まで10.0ｍ以上）

　　　　　　まで5.0ｍ以上）
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都市計画決定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都
市
計
画
審
議
会(

報
告) 

4 月 24 日 

 

 

5 月 15 日 7 月 30 日 

 

8 月上旬 

予 定 

8 月下旬 

予 定 

原

案

の

縦

覧 

案

の

縦

覧 

都
市
計
画
審
議
会(

付
議) 

県

 

法

 

定

 

協

 

議 

都

市

計

画

決

定 

6 月 19 日 

 

野田市都市計画マスタープラン 抜粋 

第３章 部門別方針 

３－１都市と自然が調和したまちづくり ～土地利用の方針～ 

（3）その他 

都市の活性化を担う市街化調整区域の都市的土地利用 

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですが、幹線道路沿道などで一定規模以上の

土地における流通業務、観光、レクリエーション等を主体とする非住居系の開発地、また

は、既存の工業地周辺の一定規模以上の土地における製造業等の工業系の土地利用で、地

域の振興又は発展に寄与し、必要な公共公益施設を整備しつつ、周辺の自然環境、景観と

調和する良好な開発を誘導する場合などにおいては地区計画を定め、市街化調整区域の適

正な土地利用の形成を図ります。 

 

【幹線道路沿道開発誘導ゾーン】 

広域交通の特性をいかし、流通業務施設や沿道施設、観光振興施設等の立地を誘導する

ことで、広域幹線道路の沿道に相応しい土地利用を図ります。 

 

R5 年 

12 月 13 日 

都

市

計

画

提

案 

R6 年 

4 月 3 日 

都
市
計
画
提
案
検
討
委
員
会 

9 月 

以 降 

開

発

許

可 
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都市計画案に対する意見書及び市の見解について 

 

 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

地区計画 野田都市計画中里地区地区計画 

 

２ 縦覧期間 

令和６年６月１９日（水曜日）から令和６年７月３日（水曜日）まで 

 

３ 意見書の数 

  ４通 

 

４ 意見書と市の見解 

№ 意見書 市の見解 

１ 建設予定地近くには、民家がありま

す。建物から民家まで10メートル程の

場所がある様です。目前に巨大な壁が

現われることになります。 

今までの住環境が失われます。民家

のある場所への倉庫建設計画は見直

してほしい。 

 

壁面の位置の制限は、必要がある場

合に１メートル以上で適切に定める

としており、地区整備計画において、

計画地西側の住宅地への影響を考慮

し、３号壁面線を道路境界線までの距

離を 15 メートル以上と定めています

ので、適切であると考えております。 

なお、現在の計画では、住宅側に緩

衝緑地と従業員駐車場を配置するな

ど、住宅地と物流倉庫の壁面までの距

離を最小でも約 20 メートルとしてお

ります。 

国道側の６号壁面線は、地区計画で

歩道状空地を設けることで、既存の歩

道を拡幅し、歩行者空間を広げるとと

もに、住宅地側と同様に可能な限り緩

衝緑地を設けることで、圧迫感を軽減

する計画としております。 

 

計画図（壁面の位置の制限図）にお

いて、３号壁面について住宅がすぐ近

くにあるにも関わらず、道路境界線ま

で15メートルとはあまりにも近すぎ

る。そのほか６号壁面は通学歩道に面

しているが５メートルとは近すぎる。 

２ 倉庫へのトラックの出入は国道16

号に直接なため、新たに信号や右折レ

ーンが必要となります。16号の一層の

混雑も予想されます。一企業のための

工事として妥当なのか疑問です。 

今回の計画で、計画地への出入口と

なる国道と市道との交差点を改良し、

上り、下り線ともに付加車線を設置す

ることで、交通管理者である千葉県警

察本部と道路管理者である国土交通
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№ 意見書 市の見解 

国道16号の混雑状況が非常に悪化

されることが予想される。今回の流通

倉庫入り口交差点は都市計画道路山

崎吉春線と16号の交差点とわずかし

かない距離で、大型車の右左折で、16

号の混雑はさらに増すと考えられる。

近隣住民にとって騒音、排気ガスの増

加は命にかかわる問題である。 

 

省と協議を整えております。 

この協議では、現在の交通量に、今

回の計画で発生する交通量を上乗せ

した場合の交通容量を検証し、円滑な

交通処理ができるものと判断されて

おります。 

３ 今の都市計画が進むと、16号沿いに

物流倉庫が林立するのではと懸念さ

れます。「文化都市」に見合った都市

計画を切望します。 

 

国道 16 号は、重要物流道路に指定

され、平常時、災害時を問わず、安定

的な輸送を確保するため、物流上重要

な道路輸送網になっており、さらに昨

今のネット通販等の拡大で、流通業務

施設の需要が増大しているものと考

えております。 

このような幹線道路沿道の物流施

設の建設に限らず、自然環境と調和し

た居住環境の整備や、商業施設誘致な

どによる市街地の活性化など、まちづ

くりに取り組んでまいります。 

 

私の住む街の都市計画は、山林を切

り裂き、田畑を潰し、わずかな民家を

立ち退かせて、無機質巨大な倉庫を建

てること。人が暮らすという生活視線

はありますか。「お金が大事」背に腹

はかえられない。そもそも行政判断。

野田には国道、県道その他の広い（狭

い道は拡張）道沿いには、巨大倉庫か

ら中小まで数多くの倉庫があります。 

市庁舎は、濃い緑の中にあって訪れ

るとホッとします。秋の紅葉も素敵で

す。樹々や農作物の田畑の風景は人の

気持ちを落ち着かせてくれます。 

もうこの辺りで、山林や農地の持続

を考えていきませんか。国道16号中里

地区の倉庫開発に賛同できません。 

 

沿道にふさわしい土地活用が、なぜ

大型物流倉庫になるのか分かりませ

ん。すでに市内には数えるのが嫌にな

るくらいに倉庫が多くあります。何で

地域住民が一企業の利益のために不

利益を受けるのか理解できません。倉

庫なら何でも許される建築規制は甘
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№ 意見書 市の見解 

く呆れます。だから許されると言うが

説得力に乏しい。圧迫感と威圧感は怖

い。憲法でいう生存権の侵害だ。野田

市都市計画課職員も開発会社職員も

その側で暮らしてみてください。…そ

うしないでしょう本当に無責任な建

設計画です。都市計画案件なのにまっ

たく公共的側面がありません。地域に

何のメリットもありません。 

防災拠点というがあてになりませ

ん。雇用は働く人を大事にしない組合

もない使い捨て箱物産業に魅力を覚

えません。公共の福祉、行政の仕事と

いうよりも民間企業の営利目的開発

事業です。そんな事業が原案のまま許

可されるとは思えません。良心を信じ

る。 

 

４ この地区の字名「水久保」が示すよ

うに、低い土地で過去に水害も起きて

いる。また排水は国道16号の下の排水

管を通って阿部地区のほうに排水さ

れているが、その先の排水路は、素掘

りで崩れることも多く、周辺の畑への

冠水や逆流も起きている。野田市はこ

の排水路の整備を早急にすべきであ

る。ちょっとした雨でも市道1020号線

は水浸しで、地域住民は不便を感じて

いる。以前の説明では、16号を横切る

排水管を増設すると聞いていたが、現

在の管の整備で対応するとも聞いた。

とても納得できない。そこに今回の倉

庫建設による雨水が加わった場合、排

水問題は更にひどくなるのではない

か。事業者は倉庫内の排水は、一時貯

留槽に貯めると言っているが、周辺の

道路施設や拡幅で出た水は影響する

と思われる。 

野田市開発指導要綱に基づき、建物

の地下に貯留槽を設置することで雨

水の流出を抑制するとともに、周辺の

地形や排水が整備されていない状況

を鑑み、新設道路へのＵ字溝の設置

や、国道まで排水管を布設するなど計

画地周辺の冠水対策を考慮した雨水

排水計画であると考えております。 

地下水枯れ、地盤沈下対策について

は、要望事項として事業者に申し伝え

るとともに、市としましても周辺環境

に配慮した計画とするよう指導して

まいります。 
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 周辺に住む私たちの生活排水もポ

ンプアップして市道1020号線に出し

ているので影響を心配している。 

 

雨水、地下水枯れ、地盤沈下対策も

大丈夫だというが、根拠がない説明で

終わる。嘘をつく二枚舌ならあてにな

りません。金銭的な保証はどうするの

かも分りません。とにかく建設ありき

の問題だらけの大型物流食庫建設計

画です。立ち止まって欲しいです。 

 

５  この倉庫建設の敷地は決して土盛

りせず、周辺敷地（道路）より低くし

ていただきたい。 

要望事項として、事業者に申し伝え

るとともに、市としましても周辺環境

に配慮した計画とするよう指導して

まいります。 ６ 現在畑状態の約６ヘクタールの土

地に巨大な倉庫ができることは、日

照、通風、など物理的な影響のほか、

心理的にも大きな影響が心配される。 

 まだ建築物のはっきりした図面も

模型も示されない。最近できた蕃昌の

倉庫を見ると同じような物が考えら

れる。圧迫感は大変なものと想像でき

る。事業者から完成予想図や模型、設

計図面の提示があるべきではないか。 

 

７ 倉庫の営業時間は当初８時間と聞

いていたが、24時間となったという話

も聞いた。車の出入りが８時間で、内

部の営業が24時間なのか、もう一度説

明が欲しい。もしも内部の営業が24

時間だとするなら、夜間の照明が外部

に漏れないよう対策してほしい。 

また、強い風雨の時、建物にあたっ

た雨が周辺に飛び散るということも

考えられる。 

建物の規模について、高さや建築面

積を縮小してほしい。 



 

14 

 

№ 意見書 市の見解 

周辺の畑への影響も大きいことが

予想される。通風、日照はもちろんの

こと、夜間の照明も作物への影響が考

えられる。対策をお願いしたい。 

 

８ 市道22191号線の整備計画では幅６

メートルということだが、歩道もなく

通学路としてあぶない。ガードレール

などを付けて安全対策が必要である。 

区画道路２号線と川間小学校の通

学路となる区画道路３号線（市道

22191号線の一部区間）は、歩行者の

安全を確保するため、道路両端にグリ

ーンベルトの設置、交差点部のカラー

舗装、屈曲部へのカーブミラーの設置

など、交通安全対策を講じることで、

千葉県警察本部など、関係機関と協議

を整えております。 

 

９ 緑地の保全について、計画図では少

ない。市道22191号線に接する緑地に

ついて、境界フェンスは建物側に設置

し緑地は道路側から住民が自由に出

入りできるようにしてほしい。また植

樹については、私たちの会との協議を

希望する。管理は事業者が行う。 

また、今回の地区計画に当たって隣

接区域の雑木林状態の土地も事業者

が購入する予定と聞いている。これだ

けの環境改変には行政として対策を

取ってほしい。この部分の自然を残せ

るよう市に市民の森整備などの保全

対策をお願いしたい。野田市宅地開発

指導要綱では、緑地や公園の整備につ

いて細かく規定している。今回のよう

な地区計画では、緑地の保全や確保に

ついてまったく規定がない。これでは

野田市の自然がどんどん壊されてい

く。緑地の保全や整備について条例や

要項の整備が必要である。 

 

 

今回の計画では、西側の住宅地との

緩衝緑地に中高木の樹木を植樹する

など、緑地率が約10.6％としているこ

とから、市としましては適当であると

判断しております。 

 緑地の管理方法や隣接地の土地利

用などの要望事項については、事業者

に申し伝えます。 

 なお、地区計画においても、緑地や

公園の整備については、野田市宅地開

発指導要綱に基づき、適切に配置する

よう指導しております。 
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10 公聴会を開いてください。 公聴会は、公述人が意見を述べる場

であり、その意見に対する市の見解を

述べることや質疑を行う場ではあり

ませんので、今回提出された意見につ

いては、都市計画審議会の中で、意見

に対する市の考え方を示し、審議して

いただきます。 

 

11 市内の一企業がなぜ野田市の都市

計画事業（大型物流倉庫建設計画）に

計５か所も関われるのか素朴な疑問

です。野田市とどういう関係なのです

か。間に野田綜合開発という会社が入

っていますがどういう会社なのか登

記簿を取り調べ確認しましたか。 

 

㈱野田綜合開発は、東京都渋谷区に

本社を置く法人で、今回の地区計画の

提案者です。 

 

12 地区の大部分が耕作放棄地で良好

な農地としての評価が低いという。

2019年12月のグーグルアースの衛星

写真を見るとキャベツなど大きく作

られ耕作放棄地ではありません。また

は市民農園として広く活用されてい

ました。極めて良好な貴重な農地で

す。 

 

区域内の土地所有者からは、これま

で何とか営農してきたが高齢で後継

者がなく、今後、荒廃してしまうこと

を懸念し、市に対して、計画を推進し

てほしい旨の嘆願書が提出されてい

ます。 

市としましては、ほ場整備など農業

環境を整えた農用地は「優良な農地を

保全する地域」として、原則、開発を

禁止しております。 

今回の計画地のように、幹線道路沿

道などの区域は許可基準に基づき、土

地利用を図ることを可能としており

ます。 

また、森林伐採を抑制するため、市

民の協力を頂き、市民の森として、新

たに指定するなど、拡大に努めており

ます。 

 

英国で昔、コモンという共有地(雑

木林など)があった。そこでは人々は

牧畜をし、果樹を採集、魚を釣り、鳥

獣を狩ることができた。コモンが豊か

であれば貧困の差は生まれない。けれ

どコモンは生産性の低い土地だった。

資本主義の発達によってコモンは邪 

魔であった。だから、さまざまな名目

でコモンは解体され、私有地になり、

生産性の高い産業が営まれるように

なった。この私有地には農民たちの立

ち入りが禁じられた。これを「囲い込

み」と呼ぶ。農民たちは没落して、労
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働力以外に売るものを持たない都市 

プロレタリアになった。この「いくら

でも替えのいる労働者」を劣悪な雇用

条件で就労させることで、英国の資本

主義は発達した。(凱風館日乗 内田

樹 河出書房新社より)その英国はい

まだに厳しいのです。結論と答えはあ

りました。これと同じようなことを行

っているのが野田市の都市計画事業

です。一部の人だけが得する事業で

す。街づくりは大失敗です。畑、林(コ

モン)を残してどう生かし再生させる

かが問われています。 

 

13 国道と倉庫の間にある市道12042号

線が倉庫都合でなぜなくなってしま

うのか分りません。普段使用している

生活道路です。警察が危ないと言って

いたというが本当かどうか疑います。 

倉庫都合で潰して国道に沿って作

り春日部方面に行く出口が欲しかっ

たのでしょう。船形地区へ行くのに国

道を右折しなければならなくなり、危

ない不利益を受けることになりまし

た。 

潰すのは止めて欲しい。残して危な

くない対策を考えること。 

 

市道 12042号線は、通学路に指定さ

れていましたが、計画地内を車両が縦

断することになり、歩行者に危険を及

ぼす恐れがあり、歩行者と車両の動線

を分離するために、計画地外周に道路

を付替えたものです。 

交通管理者である千葉県警察本部

との協議に基づき、歩行者の交通安全

対策を講じてまいります。 

14 開発会社は説明会で嘘をつきまし

た。私たちにはトラック台数約600台、

稼働時間が夜８時までが、市の方へは

トラック台数1052台。24時間稼働と報

告。通勤車両の台数や通行路の資料も

要求してもよこしませんでした。市へ

の報告だと444台になっていました。

私たちには低く説明する二枚舌でし

た。トラックの国道通行のみもあてに

ならない嘘だと認識しています。岩名

今回の計画で交通管理者である千

葉県警察本部及び道路管理者である

国土交通省との協議では、現在の交通

量に、今回の計画で発生する交通量と

して、到着、出発の合計で貨物車両

1,052台、通勤車両444台を上乗せした

場合の交通容量を検証し、円滑な交通

処理ができるものと判断されており

ます。 

貨物車両及び通勤車両は国道と交
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地区の計画道路や中里県道も通るだ

ろう。野田市は何処で確認するのです

か教えて欲しい。巻き込まれ事故の心

配が増えました。 

通勤車両は生活道路に入ってきま

す。その規制はどうするのですか教え

てください。トラック台数の資料に関

しては別紙参考にしてください。自然

住環境に考慮してもっと倉庫を縮小

し台数を減らすこと。 

差する幅員15メートルの区画道路１

号線から計画地に出入りすることで

市と事業者との間で協議書を締結し、

この道路以外を走行しないよう指導

してまいります。 

施設の出入口から先の道路は、幅員

６メートルとなるため、貨物車両が流

入しないよう、国道からの右左折車両

に対して、「この先 市道通り抜け困

難」の看板や、出入口より先に「この

先通り抜け困難 大型車両転回不能」

の看板を設置することで、千葉県警察

本部と協議を整えております。 

 

15 住宅と倉庫の距離間と高さににつ

いて。もっと便宜を図るべきです。高

さ30メートル(マンション10階に相

当)縦横250m×130mは極めて巨大で

す。高さを20メートルにして、もっと

セットバックして緑地帯を多くとる

こと。その緑地帯を地域に住民に開放

して市民のためのミニ公園にするこ

と。今の計画案だと木を１〜２本植え

るスペースしか確保出来ません。目隠

しにもなりません。野田市役所の広場

のように育てて欲しい。だからこそス

ペースが必要です。トラックの上り下

りする方式は止めエレベター方式に

すること。 

 

住宅と倉庫の離隔及び緑地帯の意

見に対する市の考え方は１及び９の

とおりです。 

建築物の高さについては、地区整備

計画で建築物等の高さの最高限度を

31メートルと定めていますが、市街化

調整区域には絶対高さ制限がなく、現

在の計画では、道路高さ制限や隣地高

さ制限を遵守したものとなっており

ます。 

倉庫の構造や風害調査については、

要望事項として、事業者に申し伝える

とともに、市としましても周辺環境に

配慮した計画とするよう指導してま

いります。 

 

風害の調査要求をしても、いまだに

行わない。立体図も示さない。圧迫感

の調査も具体的に行わない。なぜです

か。 

 

16 「川間地域の環境と子どもの命を

守る会」との計３回の話し合いは、話

し合いではありませんでした。事業者

地区整備計画で建築物等の用途の

制限を定め、倉庫、工場以外の用途の

建築を制限しております。 
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が言うには単に「意見交換会」だと見

事に騙され嘘をつかれました。話し合

いは一回も行われていません。お互い

話し合いして問題点を詰める段階な 

のにまったく無視されました。アリバ

イ作りに利用されました。野田市の方

へはちゃんと話し合いをしている「守

る会」もある程度納得していると嘘の

報告をしていました。市側も私たちに

確認もしません。幾つも資料を渡して

いるのに無視ですか。どちらに目線が

向いているのですか。 

私たちは騙され「納得していませ

ん。怒っています。」最初の頃の不信

感に戻りました。話し合いの窓口も閉

鎖しています。２回ほど弁護士に相談

に乗ってもらってアドバイスも受け

ています。流山市のデーターセンター

中止問題もこれらの企業がかかわっ

ていたと聞くが本当ですか。知ってい

ることを教えてください。野田市にも

貴重な畑を潰して倉庫並みの巨大な

データーセンター建設が来るのです

か。設計会社のグロバールデザインは

データーセンター設計も行っている

と言う。倉庫の次はこちらですか。 

 

17 2024年4月23日、5月30日に街づくり

条例、２回あっせん申出書を野田市都

市計画課へ持っていっても訳の分か

らない理由を言って受理しません。な

ぜですか理解出来ません。公聴会制度

もあります。そこで思いを喋らせてく

ださい。流山市ではデーターセンター

の件では行われました。なぜ野田市で

は出来ないのですか教えてください。 

野田市開発事業等に係るまちづく

り条例では、地域住民と開発事業者と

の間で紛争が生じた場合に、双方から

申出があったときに、あっせんを行う

ものとされています。 

提案者からは、地域住民の要望内容

が、事業者が決まらないと回答できな

い内容のため、事業者が決まり次第、

回答すると聞いており、市では話合い

が継続されているものと考えており

ます。 
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今後、地域住民等と開発事業者との

話合いが暗礁に乗り上げ、双方から条

例に定めたあっせん項目について、調

整の申出があったときは、市によるあ

っせん手続を行ってまいります。 

公聴会に関する市の考え方は、10

のとおりです。 
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■産業街区1　土地利用概要

㎡ ％

色別 区　分 面　積 比　率

予定建築物

ﾄﾗｯｸ待機場

普通駐車場

場内緑化

場内通路

事業区域

備　考

雨水貯留槽

防火水槽

消防活動空地

防災備蓄倉庫

㎡ 18台

㎡ 222台

 

㎡

40t

必要容量  8,196 

28,735.30

819.00

2,664.00

54.06

■開発区域面積概要

開発区域面積

色別 地　積 比　率

産業街区1面積

㎡

㎡

59,040.69

53,152.30

％100.00

3,095.52㎡

㎡14,782.93

㎡53,152.30 ％100.00

8,500.00

10.50

％％90.02

付替道路面積 ㎡3,629.18 ％6.15％

■産業街区2　土地利用概要

㎡ ％

色別 区　分 面　積 比　率

予定建築物

場内緑化

場内通路

備　考

522.56 30.45

㎡ ％10.91187.28

㎡1,006.32 ％58.64

産業街区2面積 ㎡1,716.16 ％％2.91

事業区域 ㎡1,716.16 ％100.00

雨水貯留槽  400.00 必要容量  364 

％1.54

％5.01

％5.83

％27.81

歩行者専用道路面積 ㎡543.05 ％0.92％

緩衝緑地 ㎡2,562.64 ％4.82

歩道状公開空地 ㎡492.91 ％0.93

野田市中里地区開発 設計：株式会社グローバルデザイン　一級建築士事務所　東京都知事登録　第58698号　一級建築士大臣登録　第171476号　竹村正義 土地利用計画図
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境
界緑地
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敷
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境
界
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界

FH=13.05
FH=13.93

歩道

国道16号 FH=15.00 FH=15.00

畑　23.1m 2.5m

計画建物　224.0m

19.6m

緑地

3.2m 6.0m31.5m

敷
地
境
界緑地

3.6m

FH=13.87

FH=15.00

敷
地
境
界

FH=13.42

FH=15.00

市道

歩行者

専用道路

4.0m畑　14.5m

道
路
境
界

53.6m

図面番号

工 事 名

縮　尺

会 社 名

事業者名

年 月 日

図 面 名

株式会社 グローバルデザイン

野田市中里開発

標準立面計画図

A3 S=1/800

令和 6 年 月

標準立面計画図

A1 S=1/400
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Ａ Ａ
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